
事業の継続に影響を与えうる災害の発生頻度は年々
高まっており、2024年度から介護施設・事業所に
おいても、BCP策定は義務化となります。
すでに作成された方も作成途中の方も、ポイントや注意点を
具体的に伝授していただき、災害時における実践可能な
事業計画の立て方を一緒に学びませんか。

令和5年度 東灘区医療・介護関係者への研修

BCP策定は進んで
いますか？
実践的なBCP作成のポイント・注意点を
学び、災害時の対策を考えよう 

～自然災害編～

お問い合わせ Tel:078-822-0171 東灘区医療介護サポートセンター  飯野・青山

■共催： 神戸市ケアマネジャー連絡会(東灘区） ・  東灘区訪問看護ステーション連絡会
 東灘区医療介護サポートセンター

参加費

無料

講師：弁護士 明石 恵典 先生
明石恵典法律事務所

日時：令和５年11月 9日(木)

14：00～16：00  (受付13：30～)

場所：東灘区医師会 3階ホール

対象：東灘区医療・介護・福祉関係者
(先着60名とさせていただきます）

お申し込み：

①QRコード

②URL https://forms.gle/zAh8ZQBHP1ab2FHM7

申込締切

11/ 6 (月)
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